
         	 
	 

  

  

〒020-0023盛岡市内丸 3番 1 号  
電話番号   019-651-6161  
F   A   X   019-653-1291  

ホームページ   http://www.tohoku-bank.co.jp  

平成 25年 12月 13日 

各位	 

株式会社	 東北銀行	 

	 

「株式会社民間資金等活用事業推進機構」への出資について	 

	 

株式会社東北銀行(取締役頭取	 浅沼	 新)は、株式会社民間資金等活用事業推進機構（以下、

「機構」という。）に対して出資を行いましたので、お知らせいたします。	 

	 

機構は、官民連携インフラファンドの機能を担い、独立採算型等（注 1）の PFI 事業に対し金

融支援等を実施することにより、インフラ事業への民間投資を喚起し、財政負担の縮減や民間の

事業機会の創出を図ることを目的としています。	 

	 

当行はこれまでも PFI 事業に積極的に取組んでおり、今回の機構への出資を機に新たな独立採

算型の PFI 事業の推進に参画し、地域経済の活性化に貢献してまいります。	 

	 

（注 1）PFI の事業類型の 1 つで、民間事業者のコストが、公共サービス利用者の利用料金等に

よりまかなわれる事業類型。	 

	 

【機構の概要】	 

名称	 株式会社民間資金等活用事業推進機構	 

資本金	 200 億円（政府 50％、民間 50％）	 

設立日	 平成 25 年 10 月 7 日	 

主たる業務	 ・内閣総理大臣が定める支援基準に従った独立採算型等の PFI 事業者に対する出

融資	 

・PFI 事業者等に対する専門家の派遣及び助言	 

その他	 ・業務の中立性・公平性の確保等のため、機構への民間資金等活用支援委員会の

設置や国による監督等により、ガバナンスを確保する。	 

・機構は 15 年間（平成 40 年 3 月末）を目処に業務を終了する。	 

	 

	 

以上	 


